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１．賃貸住宅に関わる主体①

賃貸人 賃借人
賃貸借契約

不動産代理・仲介業者
（宅地建物取引業者）

管理業者

家賃債務保証業者
管理委託契約

保証委託契約

委任契約
媒介契約

委任契約
媒介契約

（１） 通常の賃貸借の場合

保証契約

管理業務の実施
（集金、施設の維持・管理等）
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１．賃貸住宅に関わる主体②

（２） サブリースの場合

（原）賃貸人

賃借人
（転借人）

サブリース事業者
（賃借人）（賃貸人（転貸人））

一括借上げ
（サブリース契約）

賃貸借契約

家賃債務保証業者

管理業者

保証契約 保証委託契約

不動産代理・仲介業者
（宅地建物取引業者）

管理委託契約

委任契約
媒介契約

委任契約
媒介契約

管理業務の実施
（集金、施設の維持・管理等）
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２．民間賃貸住宅を巡るトラブル等とその背景・原因等①
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２．民間賃貸住宅を巡るトラブル等とその背景・原因等②
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３．主な論点及び検討事項例（案）①

■検討に当たっての視点

○居住の安定の確保という観点から、消費者が安心して暮らすことができるという点を主眼におく。
このため、事業者間（賃貸人と管理業者間など）の問題は、原則として取り扱わないが、事業者間の問題が
消費者（賃借人）にも影響を与える場合や、賃貸人の多くが高齢の個人であることへの配慮が必要な場合に
は、検討の対象とする。

○また、検討に当たっては、一般の方にとっての使いやすさ、分かりやすさという点を重視するとともに、ライフ
サイクルの変化など賃貸市場の市場環境の変化も考慮する。

■主な論点及び検討事項例
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３．主な論点及び検討事項例（案）②
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４．規制改革推進のための３か年計画（改定）（平成２０年３月２５日閣議決定）

a 賃貸住宅における紛争の防止、速やかな解決を図るため、連帯保証人や各種一時金などの市場
慣行について実態調査を行い、消費者に対し情報提供するとともに、実態調査結果を踏まえて賃貸
住宅標準契約書の見直しを行う。その際、紛争の原因として最も件数の多い原状回復については、
標準的な損耗の範囲を具体化するなど、賃貸人、賃借人の間の合意形成に有効な方策について併
せて検討する。
また紛争解決の防止、解決の具体的な手段として、定期借家、保険、債務保証や裁判外紛争処

理等を活用する方策について具体的に検討を進める。

Ⅲ 措置事項 住宅・土地関係 《抜粋》Ⅲ 措置事項 住宅・土地関係 《抜粋》

b ファミリー向けの広い賃貸住宅は依然として不足しており、借家に居住する４人以上の世帯の約
18％（約46万世帯）が最低居住水準未満となっている。一方で、今後、高齢化社会が進む中で、高齢
者の住み替えに伴う持家の賃貸化は、進むものと思われる。これらの問題の解決策として、持家ストッ
クの賃貸化を促進し、ファミリー向けの賃貸住宅として有効活用する方策について検討する。その際、
継続的・安定的な家賃収入が得られ、一定期間後に自分のもとへ帰ってくることを前提とし、持家ス
トックの賃貸化促進の有効策と考えられる定期借家制度の活用策について、今後行われる市場調査
の結果を踏まえ、検討を進める。

賃貸住宅市場の整備（国土交通省）
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第２ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標並びにその達成のために必要な基本的な施策

目標１ 良質な住宅ストックの形成及び将来世代への承継

②住宅合理的で適正な管理等

目標３ 多様なニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備

［基本的な施策］

○賃貸住宅市場における標準ルールの普及等を通じて住宅に関するトラブルの未然防止を図るとともに、指定住宅紛争処理機関による住宅

に係る紛争の処理等、トラブルを円滑に処理するための仕組みの普及・実現を図る。

○持家、借家を問わず無理のない負担で居住ニーズに応じた質の高い住宅が確保できるよう、長期・固定型等の多様な住宅ローンが安定的

に供給される住宅金融市場の整備、税制上の措置、定期借地制度の活用の促進、定期借家制度の活用等を含めた良質な賃貸住宅の供給

の促進等を行う。

○既存住宅の管理状況等を考慮した合理的な価格査定及び管理状況や不動産の個別の取引価格に関する情報の提供を促進するとともに、

定期借家制度の活用等による持家の賃貸化等を促進する。

○深刻な少子化の状況を踏まえ、子育て世帯を支援していく観点から、既存ストックを活用しつつ、市場では十分な量が確保されないファミリー

向け賃貸住宅の供給、子育て支援施設を併設した住宅の供給支援や三世代同居・近居への支援を行う。

［基本的な施策］

○民間賃貸住宅について、合理的かつ適正な維持管理を促進するための仕組みづくりを進める。

住生活基本計画（全国計画） （平成18年9月19日閣議決定） （民間賃貸住宅関係部分の抜粋）

５．住生活基本計画（全国計画）の概要①
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第２ 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標並びにその達成のために必要な基本的な施策

目標４ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

［基本的な施策］

○高齢者、障害者、小さな子どものいる世帯、外国人、ホームレス等の居住の安定を確保するため、公的賃貸住宅ストックの有効活用を図る

ほか、高齢者等の入居を受け入れることとしている民間賃貸住宅に関する情報の提供等を行う。

○高齢者、障害者等が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、住宅のバリアフリー化や見守り支援等のハード・

ソフト両面の取組を促進するとともに、高齢者、障害者等に配慮した賃貸住宅の供給や公的賃貸住宅等と福祉施設の一体的整備を推進す

る。

５．住生活基本計画（全国計画）の概要②


